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被 保 険 者 各 位 

パナソニック健康保険組合 

保  険  業  務  部 

2024 年度「扶養状況調査（検認）」の実施について 

平素は、健保事業運営にご理解･ご協力を賜り、厚く御礼申しあげます。 

標記の件、行政からの指導ならびに健康保険法施行規則第 50 条に則り、扶養状況調査（検認）を 

実施いたします。調査概要等について、下記のとおり記載しておりますので、ご対応のほどよろしくお願い

いたします。 

記 

I. 調査概要について 

1．調査の趣旨 

健康保険料の公正な運用を目的として被扶養者の認定基準に基づき認定状況を再確認することで、

保険給付等の適正化を図る。 

2．調査対象者 

 2024 年 4 月 1 日現在、18 歳以上 74 歳以下の被扶養者のうち今年度の調査基準により 

対象となった方 

※調査対象者の選定基準は毎年見直しを行っておりますので昨年度と異なる場合がございます。 

調査対象者へご案内をお送りいたしますので、お手元に届いた方のみご対応願います。 

3．回答方法 

 在職者の方につきましては、ポスト NO.宛もしくは事業主経由で調査票を送付しますので、 

必ず調査票一式をご確認いただいた後、必要事項を記入し、提出書類を添付のうえ返信用 

封筒にて㈱オークスへ郵送してください。 

 

 特例退職・任意継続被保険者の方につきましては、㈱オークスより調査票をご自宅へ 

送付します。お手元に届いた方は必ず調査票一式をご確認いただいた後、必要事項を記入し、 

提出書類を添付のうえ返信用封筒にて㈱オークスへ郵送してください。 

 

※書類不備・未提出者に対しては督促を実施しますが、督促期限までに必要書類の 

提出が無い場合は、施行規則第 50 条 9 項に従い、健康保険証の無効化を行います。 

健康保険証の無効化とは、医療機関等で健康保険証を使用できなくなる（ご使用された場合は 

後日返還請求となる）ことを指し、本調査への回答や書類不備の督促・異動届等の提出を 

されなかった場合は、「令和
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対応を行います。 

 

 

 



4．スケジュール 

 調査票発送日： 2024 年 8 月 20 日（火）頃 

 本調査への回答期限： 2024 年 9 月 20 日（金） 

 

5．お問い合わせ先（業務委託先） 

株式会社オークス  TEL：0120-390-224 平日 9：00～17：00 

※㈱オークスより直接、回答結果についての内容照会を行う場合があります。 

 

 

≪参考≫健康保険法施行規則（一部抜粋） 
【第 38 条（被扶養者の届出）】 

被保険者は、被扶養者を有するとき、又は被扶養者を有するに至ったときは、五日以内に、次に掲げる事項を記載した 

被扶養者届を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならい。  

２ 前項に掲げる事項に変更があったときは、その都度、事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に 

届け出なければならない。（以下：略） 

【第 50 条（被保険者証の検認又は更新等）】 

保険者は、毎年一定の期日を定め、被保険者証の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認をすることができる。  

２ 事業主は、前項の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認のため、被保険者証又は被扶養者に係る確認に必要な書類の 

提出を求められたときは、被保険者にその提出を求め、遅滞なく、これを保険者に提出しなければならない。  

３ 被保険者は、前項の規定により被保険者証又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、遅滞なく、  

これを事業主に提出しなければならない。  (中略） 

９ 第一項の規定により検認又は更新を行った場合において、その検認又は更新を受けない被保険者証は、無効とする。  

【第 51 条（被保険者証の返納）】 

事業主は、被保険者が資格を喪失したとき、その保険者に変更があったとき、又はその被扶養者が異動したときは、遅滞なく、 

被保険者証を回収して、これを保険者に返納しなければならない。 （中略）  

４ 被保険者は、その資格を喪失したとき、その保険者に変更があったとき、又はその被扶養者が異動したときは、五日以内に、  

被保険者証を事業主に提出しなければならない。 （以下：略） 

以上 

 


